
 

 

○ 鶴浜地区地区計画 

１．地区計画の方針 

名   称 鶴浜地区地区計画 

位   置 大阪市大正区鶴町二丁目及び鶴町三丁目地内 

面   積 約 40.1 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

地区計画の 

目   標 

本地区は、大阪市中西部に位置し、尻無川と木津川にはさまれた鶴浜沖埋立地

及びその背後地である。 

本地区計画では、周辺市街地との調和・共存に配慮しつつ、ウォーターフロン

トの立地特性を活かしたにぎわいを創出するとともに、地域の活性化に寄与する

複合的なまちづくりを行い、安全で快適な市街地環境の創出を図ることを目標と

する。 

土地利用の 

方   針 

土地の複合・高度利用とともに、良好な市街地環境の創出を図るため、土地利

用の基本方針を次のように定める。 

① ウォーターフロントの立地特性を活用した複合的なまちづくりを計画的に行

い、隣接する既存機能とも調和した複合市街地の形成を図る。 

② Ａ地区においては、周辺市街地の商業機能等との調和を図るとともに、にぎ

わいの創出や地域の活性化に寄与する商業機能等の導入を図る。 

③ Ｂ地区においては、周辺市街地の商業機能等との調和を図るとともに、にぎ

わいの創出や地域の活性化に寄与する商業・業務機能や交流機能等の導入を図

る。 

④ Ｃ地区においては、周辺市街地や地区内の公共施設との調和に配慮しながら

居住機能等の導入を図る。 

⑤ Ｄ地区においては、地区のにぎわいの創出にも寄与する港湾機能の充実を図

るとともに、親水性を備えた緑地や周辺市街地と調和のとれた商業・業務機能

等の導入を図る。 

⑥ 地区内の豊かな緑や恵まれた眺望等ウォーターフロントの特徴を十分活用

し、水と緑を活かしたまちづくりをめざすとともに、障害者や高齢者等の利便

性・安全性に十分配慮したひとにやさしいまちづくりを行う。 

⑦ 魅力的な都市景観の形成を図るため、緑地や広場等の周辺機能と調和した施

設整備を行い、敷地内においてオープンスペースの確保や緑化に努める。 

地区施設の 

整備方針 

本地区の健全な土地利用の増進と良好な都市環境の形成を図るため、地区内に

整備される幹線道路と連携した区画道路を適正に配置する。 

 



 

 

区
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備
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及
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全
に
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す
る
方
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建築物等の 

整備方針 

建築物の用途及び壁面の位置の制限等を行うことにより、健全で良好な都市空

間の形成を図る。 

① 周辺市街地との調和・共存に配慮しつつ良好な複合市街地の形成を図るた

め、商業・業務機能、交流機能、居住機能等の導入を図る。また、健全で良好

な市街地の形成を図るため、建築物の用途の制限を行う。 

② Ａ地区、Ｂ地区では、まとまった規模の開発を誘導するため敷地面積の最低限

度を定める。 

③ 市街地環境に配慮して建築物等を適切に配置するとともに、魅力ある都市空間と

美しいまちなみを確保するため、壁面の位置の制限等を行う。 

④ 良好な市街地環境の形成を図るため、建築物の整備にあわせてオープンスペース

の確保と敷地内の緑化に努める。 

⑤ 駐車・駐輪施設については、地区全体の交通状況を勘案して適正な規模を確保す

るとともに、出入口を適切に配置する。 

⑥ 魅力ある空間の確保と美しいまちなみを実現するため、建築物等の形態や意匠、

垣、看板等の制限を行う。 

⑦ ひとにやさしいまちづくりの観点から、障害者や高齢者等の利便性・安全性に十

分配慮した建築物等の整備を行う。 

 



 

 

２．地区整備計画 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

及 び 規 模 

道路 

 区画道路１号   幅員  10ｍ  延長  510ｍ 

 区画道路２号   幅員  10ｍ  延長  180ｍ 

 区画道路３号   幅員  15ｍ  延長  110ｍ 

 区画道路４号   幅員  15ｍ  延長  100ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

地区の面積 11.0 ha 6.7 ha 9.1 ha 13.3 ha 

建築物の用途の 

制 限 

次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

① 建築基準法別表第２(ほ)項第２

号及び第３号に掲げるもの 

② 建築基準法別表第２(り)項第２

号及び第３号に掲げるもの 

③ 建築基準法施行令第 130 条の２

の２第２号に掲げるもの 

次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

建築基準法別表

第２(に)項第３号

及び第４号に掲げ

るもの 

 

次に掲げる建築

物は、建築しては

ならない。 

① 建築基準法別

表第２(ほ)項第

２号及び第３号

に掲げるもの 

② 建築基準法別

表第２(り)項第

２号及び第３号

に掲げるもの 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

10,000㎡ 

ただし、公益

上必要なものは

この限りでな

い。 

1,000㎡ 

ただし、公益

上必要なものは

この限りでな

い。 

― 

壁面の位置の 

制  限 

建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で

高さ２ｍを超えるものは、壁面の位置の制限に反して建築してはならない。 

ただし、歩行者の利便に供する施設又は地盤面下の部分については、この

限りでない。 

建築物その他 

の工作物の形 

態又は意匠の 

制  限 

① 建築物等は、周辺環境に配慮した形態・意匠とする。 

② 壁面後退により確保する空間の意匠については、公共空間部分と調和の

とれたものとする。 

③ 屋外広告物等は、できる限り地区の景観に配慮したものとする。 

④ 高架水槽等の屋上設備は、なるべく外部から見えにくい構造とする。 

⑤ 配管類は、できるだけ露出しないものとする。 

垣又はさく

の 構 造 の 

制  限 

道路に面して垣又はさくを設置する場合は、生垣又はフェンス、鉄さく等の

透視可能な構造とし、地区の景観に配慮したものとする。 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示の 

とおり」 


